
令和５年度島根県修学旅行助成制度概要 

            令和４年５月１８日 

 

公益社団法人島根県観光連盟（以下「連盟」という。）は、島根県外の学校が修学旅行で島根県に来県する場

合、旅行経費の一部を助成します。 

 

●助成内容 

【助成条件】 

・島根県外の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等が令和５年４月１日～令和６年３月３１日の間に

実施する修学旅行であること 

・島根県内で１泊以上宿泊すること（民泊も可） 

・島根県内で観光施設等への入場又は体験メニューを１つ以上実施すること 

・島根県または連盟から別途、補助を受けていないこと。 

 

【助成金額】 

以下の貸切バス助成と旅行者数助成の合計額とし、１校あたりの助成限度額は８００千円（貸切バス助成

４００千円＋旅行者数助成４００千円）とする。ただし、旅行者数助成は島根県内に２泊以上した場合に

のみ適用する。 

①貸切バス助成（４００千円上限） 

利用するバス会社に応じて、以下の金額を助成する。 

利用するバス会社 １台あたりの助成額 １校あたりの上限額 

島根県外のバス会社 ５０千円 ２００千円 

島根県内のバス会社 １００千円 ４００千円 

※島根県内のバス会社とは、島根県内に本社のあるバス会社、または島根県内にある営業所から発着 

を行うバス会社 

【例】・本社は広島県内で、島根県内に営業所があるバス会社の場合 

    本社登録のバス：５０千円、島根県内営業所登録のバス：１００千円 

     ・本社は島根県内で、広島県内に営業所があるバス会社の場合 

  本社登録のバス：１００千円、広島県内営業所登録のバス：１００千円 

②旅行者数助成（４００千円上限） 

島根県内で２泊以上する場合、宿泊する地域に応じて、以下の金額を助成する。 

島根県内で宿泊する地域 １人あたりの助成額 １校あたりの上限額 

出雲地方 １千円 ２００千円 

石見地方、隠岐地方 ２千円 ４００千円 

※石見地方、隠岐地方に１泊以上した場合は２千円の単価を適用 

※出雲地方：松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町 

※石見地方：浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 

※隠岐地方：海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

 

【助成対象者】 

当該修学旅行を催行する旅行会社 

 



【留意事項】 

・受付は先着順とし、連盟の予算に達した時点で受付を締め切る 

  ・助成金の事前手続きは、学校への提案段階（受注前）でも受け付ける 

  ・コース別の研修時など上記の助成条件を満たさない行程のクラスがあった場合、当該クラス部分は助成 

対象から除外する 

・出発する地域または島根県内において、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、自治体による外出自粛要 

請が発出された場合、本助成制度の受付を停止する場合がある（既存受付分は助成金を適用） 

  ・国や県の予算の動向により、助成金額等を変更する必要性が生じた際は別途協議を行う 

 

●手続きの流れ 

【修学旅行実施前の事前手続き】 

①旅行会社が「修学旅行計画書兼確認書（事前手続き様式Ａ）」を連盟へメールまたはＦＡＸで提出（押印 

不要） 

  ②書類を検査し、連盟から助成金の交付予定額をメールまたはＦＡＸで通知＝仮受付完了 

  ③旅行会社が「契約状況報告書兼確認書（事前手続き様式Ｃ）」を連盟へメールまたはＦＡＸで提出（押印 

不要） 

※受注できなかった場合も必ず提出してください。 

  ④書類を検査し、連盟から助成金の交付予定額をメールまたはＦＡＸで通知＝本受付完了 

  ⑤契約状況に変更が生じた場合は、「契約状況変更報告書兼確認書（事前手続き様式Ｃ－２）」を連盟へメー 

ルまたはＦＡＸで提出（押印不要） 

  ⑥書類を検査し、連盟から助成金の交付予定額をメールまたはＦＡＸで通知＝変更受付完了 

 

【修学旅行実施後の申請手続き】 

①旅行会社が「修学旅行実施報告書兼助成金交付申請書（様式第１号）」に以下の書類を添え、連盟へメー 

ルまたは郵送で提出（社印の押印要） 

・修学旅行全日程の行程表（島根県内での宿泊地、体験メニュー等が記載されているもの） 

・島根県内で宿泊したことを証明できる書類（別紙の様式で宿泊施設から宿泊を証明する押印がある書 

類等） 

・利用したバスの台数、バス会社名、バスが発着した営業所名を証明できる書類（バス会社との引受書や

請求書の写し等） 

  ②書類を検査し、連盟から「修学旅行助成金交付決定及び額の確定通知書（様式第２号）」をメールまたは

郵送で発行 

③旅行会社が「修学旅行助成金請求書（様式第３号）」を連盟へメールまたは郵送で提出（社印の押印要） 

  ④連盟から助成金を振り込み 

 

●お問い合わせ先 

  公益社団法人島根県観光連盟 営業課 生田、三島 

ＴＥＬ：０８５２－２１－３９９０ 

ＦＡＸ：０８５２－２２－５５８０ 

E-mail：e-ikuta@shimakanren.or.jp 


